
山形県知事殿

認定再エネ発電事業実施者の地位を承継したので、山形県再生可能エネルギーと地域の自然環境、

歴史・文化的環境等との調和に関する条例第12条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。
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米沢市広幡発電所
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GEMM合同会社

代表社員三菱商事クリーンエナジー株式会社

職務執行者藤井隆男

9月

東京都千代田区丸の内二丁目3番1号
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